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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テーブル及び椅子が配置された居室空間と、
　前記居室空間に隣接し、且つシンクを有するキッチンセットが配置された台所と、
　前記居室空間に隣接し、且つ前記居室空間よりも高い床を有すると共に、前記居室空間
に面する側を除いて壁で囲まれた床上げ空間と、を備え、
　前記居室空間と前記床上げ空間との境界面には、前記台所内で前記シンクに対面して立
つ家事主体者が前記床上げ空間を見通すことができる開放領域が形成されていると共に、
前記居室空間と前記床上げ空間との境界面の一部を区画する衝立が設置されており、
　前記衝立は、複数の起立板及び水平板の組み合わせによって格子状に構成されて複数段
の棚を備えており、前記複数段の棚の一部は背板を有していることを特徴とする住宅。
【請求項２】
　前記棚は、最上段を除いて背板を有し、該最上段の棚を構成する水平板は前記床上げ空
間の床より高いことを特徴とする請求項１記載の住宅。
【請求項３】
　前記床上げ空間には、利用者が前記居室空間側に背を向けて着座可能な掘り込み式の座
卓部が設けられていることを特徴とする請求項１または２記載の住宅。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、成長期にある子供を含む家族の居住に適した住宅に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、畳コーナーあるいは和室コーナーと呼ばれる、畳が敷設された開放的な空間
が、ＬＤＫに面して設けられることがあった。このような空間は、家族の団欒、客の宿泊
、アイロンがけ等の家事などに使用される。さらに、親への依存度の高い子供、例えば、
乳幼児、または小学生などの学齢児童を持つ家庭では、乳幼児の昼寝や遊びの場、学齢児
童の学習の場等としても使用される。この空間にはその時々の用途に応じて種々雑多なも
のが持ち込まれる。
【０００３】
　一方で、このような子供を持つ家庭の主婦（母親）は、日中に同世代の主婦層の友人を
招いて歓談・食事等をすることが多く、このような歓談の場として主に食堂に置かれた食
卓セット（食卓テーブルと椅子のセット）が使用される傾向にある。
【０００４】
　畳コーナーが設けられた住宅として、例えば、特許文献１には、キッチン・ダイニング
ルームとは離隔され、リビングルームに面して開口した畳コーナーが設けられた住宅が記
載されている。また、特許文献２には、畳コーナーがキッチンとダイニングルームに面す
る二面が開口した状態で設けられている住宅が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３２８７９６号公報
【特許文献２】特開２００２－０９７８０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１や特許文献２に記載された住宅の場合、子供の心理（気持ち
）には配慮されておらず、畳コーナーに子供を集めるように仕向けるレイアウトにはなっ
ていないため、子供は室内で自由に居場所を見つけ、好き勝手に散らかしてしまい、リビ
ングルームやダイニングルームなどの居室空間までも散らかってしまい後片づけが非常に
面倒になるという問題があった。さらに、特許文献１に記載の住宅では、キッチン（台所
）で作業をしながら、畳コーナーで学習する子供に話しかけることや、昼寝等をする乳幼
児の様子を伺うことができないという問題があった。
【０００７】
　本発明は、以上の課題を解決することを目的としており、子供の居場所を固定化して、
子供が物を散らかす場所や飲食などによって汚す場所を固定化して居室空間の散らかりや
汚れを効果的に防止し、さらに、家事主体者が、台所での家事をしながら、子供に対して
目を行き届かせ易くなる住宅を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る住宅は、テーブル及び椅子が配置された居室空間と、居室空間に隣接し、
且つシンクを有するキッチンセットが配置された台所と、居室空間に隣接し、且つ居室空
間よりも高い床を有すると共に、居室空間に面する側を除いて壁で囲まれた床上げ空間と
、を備え、居室空間と床上げ空間との境界面には、台所内でシンクに対面して立つ家事主
体者が床上げ空間を見通すことができる開放領域が形成されていると共に、居室空間と床
上げ空間との境界面の一部を区画する衝立が設置されており、衝立は、複数の起立板及び
水平板の組み合わせによって格子状に構成されて複数段の棚を備えており、複数段の棚の
一部は背板を有していることを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る床上げ空間は、居室空間に面する側を除いて壁で囲まれており、例えば、
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家族の構成員である子供や、客の連れてきた子供などが好んで篭る閉鎖的な空間となって
いる。従って、子供の居場所が固定化され、遊び道具や勉強道具で散らかる場所、飲食に
よって汚れる場所も固定化される。その結果として、居室空間の散らかりや汚れを効果的
に防止できる。
　さらに、居室空間と床上げ空間との境界面には、台所内でシンクに対面して立つ家事主
体者が床上げ空間を見通すことができる開放領域が形成されているため、家事主体者が台
所で家事をしながら床上げコーナーにいる子供の様子を伺うことや子供に話しかけること
が容易にできる。さらに、床上げ空間の床が居室空間の床よりも高いので、例えば、床に
寝かせている乳児の様子も伺いやすい。その結果として、家事主体者が台所で家事をしな
がら子供に対して目を行き届かせ易くなる。
【００１０】
　さらに、居室空間と床上げ空間との境界には、開放領域を確保すると共に、居室空間と
床上げ空間との境界面の一部を区画する衝立が設置されていると好適である。子供を集め
るように仕向けられた床上げ空間は、子供によって散らかされたり、汚されたりし易いと
想定できる。居室空間には居住者の他に訪問客を招き入れる可能性もあり、寝具、玩具、
勉強道具または家事道具等で散らかった状態にある床上げ空間が居室空間から目に付き易
くなってしまう。上記構成によれば、居室空間からの視線を衝立で遮断できるので、床上
げ空間が散らかっていたとしても目に付き難くなり、咄嗟の来客時にもあわてて床上げ空
間を片づける必要がなくなり、家事主体者の負担が軽減される。さらに、衝立を設置する
ことで、例えば、乳幼児の勝手な移動を規制できて安心である。
【００１１】
　さらに、棚は、最上段を除いて背板を有し、該最上段の棚を構成する水平板は床上げ空
間の床より高いと好適である。また、床上げ空間には、利用者が居室空間側に背を向けて
着座可能な掘り込み式の座卓部が設けられていると好適である。学齢児童などの利用者が
座卓部に着座して勉強している最中に、来客があったとしても、利用者は居室空間側に背
を向けるように着座しているので、利用者の注意力が散漫になり難い。
 
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、居室空間の散らかりや汚れを効果的に防止し、さらに、家事主体者が
、台所での家事をしながら、子供に対して目を行き届かせ易くなる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る住宅の１階平面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る住宅の２階平面図である。
【図３】床上げコーナーを居間・食堂側から見た正面図である。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿った断面図である。
【図５】床上げコーナーの平面図である。
【図６】床上げコーナーの斜視図である。
【図７】床上げコーナーの利用者が、居間・食堂に背を向けて座卓に着座している状態を
示す図であり、（ａ）は南側から見た状態を示す説明図であり、（ｂ）は西側から見た状
態を示す説明図である。
【図８】台所のシンクに対面するように立って家事を行う家事主体者の視界を模式的に示
し、特に、床上げコーナーの見通し状態を示す説明図である。
【図９】床上げコーナーの畳敷き部分及び座卓部分の拡大断面図である。
【図１０】第１の実施形態に係る座卓部分の座卓の収納状態を示し、（ａ）は平面図、（
ｂ）は（ａ）のｂ－ｂ線に沿った断面図である。
【図１１】第１の実施形態に係る座卓部分の座卓の使用状態を示し、（ａ）は平面図、（
ｂ）は（ａ）のｂ－ｂ線に沿った断面図である。
【図１２】第１の実施形態に係る箱部材を示す斜視図である。
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【図１３】第２の実施形態に係る座卓部分の座卓の使用状態を示し、（ａ）は平面図、（
ｂ）は（ａ）のｂ－ｂ線に沿った断面図である。
【図１４】第２の実施形態に係る箱部材を示す斜視図である。
【図１５】ロッカールームに配置された共用ロッカー及び個人用ロッカーの正面図である
。
【図１６】個人用ロッカーの開放した状態を示す正面図である。
【図１７】図１６のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の好適な実施形態について図面を参照しながら説明する。
　図１及び図２に示されるように、住宅Ａは、３０５ｍｍの平面モジュールを有する２階
建ての工業化住宅の規格に則って計画されたものである。
【００１５】
　住宅Ａは、矩形状であり、西側が道路Ｂに接し、他の３方向は隣地Ｃに接した矩形状の
敷地Ｄ内に建造されている。敷地Ｄの北西の角部分には、玄関ポーチＥａが設けられたア
プローチＥが配置されている。また、敷地Ｄの南側隣地寄りの領域には芝生や樹木が植栽
されてウッドデッキＦａが設置された庭Ｆが配置され、南西位置の道路に隣接した位置に
は縦列形式のカーポートＧが配置されている。
【００１６】
　住宅Ａは、外周壁１に囲まれた矩形状の２階建て建物であり、建物の最上部には屋根構
造が設けられている。住宅Ａは、現在の標準的な家族構成である、夫婦と二人の子供とか
らなる４人家族を想定した間取りになっている。すなわち、本実施形態に係る居住者は、
夫婦及び子供二人の計４人の家族構成員（以下、「家族」という）からなる。なお、居住
者については、設計段階で想定された家族の人数が対応しており、例えば、子供一人の夫
婦の場合には居住者の人数は三人であり、また、夫婦の親が同居する場合には、その親も
家族として居住者の人数に含められる。
【００１７】
　住宅Ａの１階は、来客時に客を招き入れることが想定されるパブリックな空間であるが
、実際の来客時には、客の使用を許容する空間と家族専用の空間とに明確に区分されるよ
うに構成されている。一方で、住宅Ａの２階（図２参照）は家族のプライベートな空間で
あり、夫婦の主寝室Ａａ、主寝室Ａａに連続したウォークインクローゼットＡｂ、子供部
屋Ａｃ、トイレＡｄ等が配置され、また外部にはベランダＡｅが設けられている。
［住宅の１階の全体構成］
【００１８】
　住宅Ａの１階（図１参照）には、玄関３、玄関ホール５、パウダールーム７、居間・食
堂（居室空間）９、床上げコーナー（床上げ空間）１１、台所１３、ロッカールーム１５
、家族用水回り空間１７及び階段室１９が形成されている。玄関３、玄関ホール５、パウ
ダールーム７、居間・食堂９及び床上げコーナー１１は、客の使用を許容する空間であり
、台所１３、ロッカールーム１５、家族用水回り空間１７及び階段室１９は家族専用の空
間である。
（玄関）
【００１９】
　玄関３は、１階の北西の角部に配置されている。玄関３は、外周壁１によって屋外（外
部）に設けられた玄関ポーチＥａと区画されている。外周壁１には、玄関ドア２が設けら
れており、玄関３は、玄関ドア２によって玄関ポーチＥａと出入り可能に連絡している。
玄関３の床３ａは、玄関ポーチＥａの床と連続しており、タイル等の土足歩行可能な床材
で仕上げられた土間を形成する。
（玄関ホール）
【００２０】
　玄関ホール５は、玄関３、居間・食堂９、及びパウダールーム７の相互移動の際に必ず
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経由するハブ的な空間である。玄関ホール５は玄関３の土間を形成する床３ａよりも高さ
の高い床５ａを有する。玄関ホール５と玄関３との間には、間仕切壁等の仕切りは無く、
玄関ホール５と玄関３とは連続した一体の空間を構成する。また、玄関ホール５は居間・
食堂９にも隣接するが、玄関ホール５と居間・食堂９とは、親子形式の建具（出入口部）
６ａを備えた間仕切壁６で仕切られている。親子形式の建具６ａは、戸の大きさが違う両
開き戸からなり、建具６ａを介して玄関ホール５と居間・食堂９とは出入り可能に構成さ
れている。
（パウダールーム）
【００２１】
　パウダールーム７は、玄関ホール５に出入り可能に隣接している。パウダールーム７は
、個室空間と開放空間とに区分され、個室空間には、トイレ７ａが設けられている。トイ
レ７ａには、来客時に専ら客が使用することを想定した便器７ｂが備え付けられている。
トイレ７ａは、片引形式の建具８ａを有する間仕切壁８によって開放空間から区画されて
いる。
【００２２】
　開放空間には、外周壁１の壁面に沿うように鏡付の洗面化粧台７ｃが設置されている。
また、開放空間には、洗面化粧台７ｃに対向するように、両開き形式の収納建具７ｄが設
けられている。収納建具７ｄの内部には、ハンガーパイプ７ｇを備えたクローク収納７ｆ
が設けられている。パウダールーム７は、玄関３から見通しがきかない位置、特にトイレ
７ａへの出入りが見通せない位置に配置されている。なお、洗面化粧台７ｃは個室空間で
あるトイレ７ａの内部に配置するようにしてもよい。
【００２３】
　パウダールーム７は、玄関ホール５に出入り可能に隣接しており、日中に訪問して宿泊
せずに退出する客、例えば、主婦（母親）が近所つきあいしている知人や比較的近い場所
に居住する友人等の訪問客が主体的に利用できるようにレイアウトされている。従って、
訪問客は、コート類や上着を収納するため、または手洗いや化粧直しのために玄関３から
玄関ホール５を通って直接にパウダールーム７に進入することができる。さらに、玄関ホ
ール５は居間・食堂９にも出入り可能に隣接しているため、パウダールーム７で用事を済
ませた訪問客は、パウダールーム７から玄関ホール５を通って居間・食堂９に直接に入り
、住宅Ａの居住者と歓談などをすることができる。従って、訪問客は、家族専用の空間に
進入することなく、手洗い、化粧直し、コート類の収納等のために玄関３または居間・食
堂９から玄関ホール５を経由してパウダールーム７に出入りすることができる。
（居間・食堂）
【００２４】
　居間・食堂（「リビングダイニング」ともいう）９は、居間９ａと食堂９ｂとを兼ねた
空間であり、南側の庭Ｆに面した外周壁１に大型窓２１を備えた略矩形をなしている。西
寄りの領域はソファ形式のテーブル２３ａと椅子２３ｂとからなるソファセット２３やテ
レビ２５などが置かれた居間９ａである。また、東寄りの領域はテーブル２７ａと6脚の
椅子２７ｂとからなる食卓セット２７が置かれた食堂９ｂのスペースである。食堂９ｂの
東側には、床上げコーナー１１が隣接し、食堂９ｂと床上げコーナー１１との境界には、
移動可能な衝立家具２９が設置されている。居間・食堂９の間口（南北方向の寸法）は壁
心寸法で３６６０ｍｍ（内法の寸法で凡そ３５００～３５５０ｍｍ）である。
【００２５】
　居間・食堂９は、家族の団欒の場、テレビ鑑賞の場、食事の場としての居室空間として
使用されるほか、来客時には接客空間としても使用される。特に主婦（母親）の友人が訪
れた際には、専ら食卓セット２７の椅子２７ａに腰掛けて、あるいは隣接する台所１３と
の境界に配置されたキッチンセット３１を囲み、一緒に食事やお茶の準備をしながら歓談
等がなされる。なお、本実施形態では、居室空間として居間・食堂（リビングダイニング
）を例に説明するが、居室空間としては居間（リビング）のみ、または食堂（ダイニング
）のみからなる空間であってもよい。
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（床上げコーナー）
【００２６】
　床上げコーナー１１は、居間・食堂９の東側に隣接して配置された略矩形の空間である
。床上げコーナー１１の間口は壁心寸法で３０５０ｍｍ（内法の寸法で凡そ２９２８ｍｍ
）、奥行（東西方向の寸法）は壁心で１８３０ｍｍ（框も含めた床の有効寸法でも凡そ１
８３０ｍｍ）である。
【００２７】
　床上げコーナー１１と居間・食堂９との境界には間仕切壁はない。また、居間・食堂９
に面する側を除く三面は外周壁１または間仕切壁３３で外部空間または室内の他の空間と
区画されている。その結果、床上げコーナー１１は、居間・食堂９の面する側を除いて閉
鎖された空間を形成する。
【００２８】
　図３～図７に示されるように、床上げコーナー１１の床（以下「高床」という）１１ａ
は、居間・食堂９等、他の居室の床（以下「標準床」という）ＦＬに比べてレベルの高い
位置に設けられている。この高床１１ａは、標準床ＦＬと同レベルの床（以下「基礎床」
という）１１ｂを構築したのちに、その基礎床１１ｂの上に構築される。高床１１ａと標
準床ＦＬ（基礎床１１ｂ）との高低差は４００ｍｍであり、例えば、居間・食堂９側に足
を下ろして腰かけてちょうどよい高さ、または居間・食堂９に置いた椅子２７ｂの座面と
ほぼ同じ高さになるように設定されている。
【００２９】
　床上げコーナー１１の高床１１ａには、居間・食堂９に面する側に畳敷き部分３５が設
けられ、居間・食堂９から遠い側に座卓部分３７が設けられている。座卓部分３７には、
床上げコーナー１１の利用者Ｐが居間・食堂９側に背を向けて着座可能な掘り込み式の座
卓３９が設けられている（図６及び図７参照）。
【００３０】
　床上げコーナー１１と居間・食堂９との境界面Ｂｆには、固定された間仕切壁などはな
く、台所１３などから見通しが利く開放領域Ｓａが形成されている。なお、床上げコーナ
ー１１と居間・食堂９との境界には、床上げコーナー１１と居間・食堂９との境界面Ｂｆ
の一部を区画して、視界の一部を遮る衝立家具２９が設置されている。しかしながら、こ
の衝立家具２９は、台所１３から床上げコーナー１１を見る場合の視界を完全に遮ってい
るわけではなく、開放領域Ｓａを確保しつつ、部分的に遮っているに過ぎない。
（台所）
【００３１】
　図１に示されるように、居間・食堂９の食堂９ｂの北側には、食堂９ｂに面するように
東西に長い長方形の台所１３が配置されている。台所１３と食堂９ｂとの境界には間仕切
壁はなく、開放された状態となっている。この境界に沿うようにしてペニンシュラ型のキ
ッチンセット３１が設置されており、キッチンセット３１によって台所１３と食堂９ｂと
の区画がなされている。キッチンセット３１は、シンク３１ａやガス台３１ｂなどを備え
て構成されている。
【００３２】
　台所１３は、北側の家族用水回り空間１７との間を間仕切壁４１によって区画されてお
り、間仕切壁４１に沿って食器棚１３ａ、冷蔵庫１３ｂ等が設置されている。台所１３の
奥にはパントリー（食品庫）４３が配置されている。
【００３３】
　台所１３で作業（家事）を行う家事主体者、例えば料理を行う主婦（母親）にとって、
台所１３での家事の中心場所Ｃｐは、キッチンセット３１のシンク３１ａに対面するよう
に立つ場所である。この中心場所Ｃｐに立つ家事主体者は、食堂９ｂ側を向いて家事を行
うことになる。その際に、家事主体者は、床上げコーナー１１と居間・食堂９との境界面
Ｂｆに形成された開放領域Ｓａを介して床上げコーナー１１を見通すことができる（図８
参照）。すなわち、本実施形態に係る台所１３は、シンク３１ａに対面するように立った
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家事主体者が、居間・食堂９とともに床上げコーナー１１を見通せるようにレイアウトさ
れている。なお、図８は、台所１３の中心場所Ｃｐに立って家事を行う家事主体者の視界
を想定し、家事主体者からの床上げコーナー１１の見通し状態を示す図である。
【００３４】
　なお、本実施形態に係るキッチンセット３１はペニンシュラ型であるがアイランド型な
どでもよく、また、壁付型（シンク３１ａ前に立った際に床上げコーナー１１に背を向け
る構成）で、振り返って床上げコーナー１１が見通せるように構成することもできる。
（ロッカールーム）
【００３５】
　ロッカールーム１５は、玄関３に出入り可能に隣接しており、玄関３とは片開き形式の
建具４５ａを備えた間仕切壁４５によって区画されている。また、ロッカールーム１５の
玄関３側の一部の床は玄関３の土間３ａと連続するように一段低くした仕上げになってい
る。土間３ａと連続する一部の床を形成することで、家族の靴の脱ぎ履きはロッカールー
ム１５の内部で行うように仕向けることができる。
【００３６】
　ロッカールーム１５は、玄関３と相対する北寄りの位置で家族用水回り空間１７及び階
段室１９に隣接してつながっている。ロッカールーム１５と家族用水回り空間１７は、片
引き形式の建具４７ａを備えた間仕切壁４７によって区画され、ロッカールーム１５と階
段室１９とは、片引き形式の建具４８ａを備えた間仕切壁４８によって区画されている。
【００３７】
　ロッカールーム１５には、北側の外周壁１に沿って共用ロッカー４９が備え付けられ、
さらに、共用ロッカー４９の隣りに家族の人数に対応した数の個人用ロッカー５１が備え
付けられている。また、個人用ロッカー５１に向かって後ろ側、具体的には、ロッカール
ーム１５と階段室１９とを区画する間仕切壁４８側には、間仕切壁４８に沿って多目的に
使用できる収納棚５３が設けられている。個人用ロッカー５１の高さは１８５０ｍｍであ
りその上部には採光や通風のための、開閉自在な高窓５５と嵌め殺しの天窓５７（図２参
照）が設けられている。
（家族用水回り空間）
【００３８】
　家族用水回り空間１７は、ロッカールーム１５及び台所１３に隣接して設けられている
。家族用水回り空間１７には、内部に洗面化粧台５９、洗濯機置き場６１等を備えた洗面
所１７ａと、洗面所１７ａに出入り可能に隣接する浴室１７ｂとが設けられている。本実
施形態では、家族用水回り空間１７とは別に、上述のパウダールーム７を設けており、パ
ウダールーム７には、日帰り客や数時間程度しか滞在しないような近隣の客などの訪問客
が行う行為に必要な装備、具体的には、訪問客の使用を想定した便器７ｂと鏡付の洗面化
粧台７ｃとが整っている。従って、訪問客が手洗いや化粧直しを行いたいと思った場合に
もパウダールーム７に案内すれば足りるので、家族用水回り空間１７に導く必要はない。
（階段室）
【００３９】
　階段室１９は、ロッカールーム１５、玄関ホール５、居間・食堂９及び台所１３に囲ま
れるようにして配置されている。階段室１９には、２階への昇降のためのＵターン形式の
階段６３が設けられている。
【００４０】
　階段６３への昇降のための昇降口１９ａと隣接する台所１３との間には間仕切壁はなく
、また、昇降口１９ａと居間・食堂９との間にも間仕切壁はない。一方で、昇降口１９ａ
とロッカールーム１５との間には、片引戸形式の建具４８ａを有する間仕切壁４８が設け
られているが、建具４８ａを開放しておくことによって、台所１３の西寄りの位置Ｗｐか
らロッカールーム１５を見通すことができる。台所１３の西寄りの位置Ｗｐは、ロッカー
ルーム１５を見通し可能な領域である。台所１３にロッカールーム１５を見通し可能な領
域Ｗｐを設けることで、台所１３で主体的に家事を行う家事主体者、例えば主婦（母親）
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がロッカールーム１５内の様子を伺うことができる。
（住宅の作用・効果）
【００４１】
　以上、本実施形態に係る住宅Ａによれば、玄関３にロッカールーム１５が出入り可能に
隣接し、ロッカールーム１５に家族用水回り空間１７が出入り可能に隣接するので、玄関
３から入ってきた家族は、居間・食堂９を経由することなく、ロッカールーム１５を経由
して家族用水回り空間１７まで移動することができる。従って、身体や衣類が汚れた状態
で帰宅した家族を、手洗い、うがい、入浴、着替え等の行為のために家族用水回り空間１
７まで容易に導くことができ、玄関ホール５、パウダールーム７及び居間・食堂９をきれ
いに保つことができる。さらに、玄関３から家族用水回り空間１７に行く途中でロッカー
ルーム１５に導くことができるので、居間・食堂９に持ち物を持ち込みそのまま放置され
ることを防止できる。
【００４２】
　さらに、ロッカールーム１５は、家族の人数に対応した数の個人用ロッカー５１を有す
るので、家族それぞれに専用のロッカーを割り当てることができ、各構成員、特に子供な
どに整理整頓に対する責任感を植え付ける上で有効である。また、ロッカールーム１５は
台所１３に出入り可能に隣接し、台所１３には、ロッカールーム１５を見通し可能な領域
Ｗｐが設けられているので、家族間の外出時間や帰宅時間のずれが大きな家庭、例えば子
育て家庭であっても、台所１３で家事主体者が、家事の中心となる台所１３から家族の外
出や帰宅に気づき、整理整頓について的確に注意、指導あるいは助言を与えやすくなる。
【００４３】
　さらに、ロッカールーム１５を設けることにより、室内のあちこちに物が放置されるこ
とが防止でき室内全体が片付いた状態を保つことができる。
【００４４】
　さらに、床上げコーナー１１は、居間・食堂９に面する側を除いて壁で囲まれており、
例えば、家族である子供や、客の連れてきた子供などが好んで篭る閉鎖的な空間となって
いる。従って、子供の居場所が固定化され、遊び道具や勉強道具で散らかる場所、飲食に
よって汚れる場所も固定化される。その結果として、居間・食堂９が散らかったり汚れた
りすることを防止できる。
【００４５】
　さらに、パウダールーム７には、日帰り客や近隣の客などが数時間の滞在中に行う行為
に必要な装備が整っており、パウダールームは玄関ホール５に出入り可能に隣接している
ので、客には見せたくない家族専用の空間（ロッカールーム１５や家族用水回り空間１７
）に客を招き入れたり、客を通行させたりしなくても手洗いや化粧直しといった簡単な用
事に対応できる。従って、主婦（母親）等は、客が入り込まない家族専用の空間に優先し
て、居間・食堂９の美観の維持や回復に努めることができる。
【００４６】
　また、外出時や帰宅時の片付けに対する親の補助や指導は子育て期の必須条件だが、例
えば、玄関クローゼットなどが台所から離れ、わざわざ玄関クローゼットまで行かなけれ
ば片付け状態を確認できないのであれば、台所での家事主体者がタイムリーに片付けの補
助や指導を行うことができず、結局子供の外出や帰宅の前後で母親が片付けることになり
負荷が大きい。本実施形態では、家事の中心となる台所１３が、家族が移動する際の主要
な経由空間であるロッカールーム１５及び階段室１９に近く、特に、台所１３には、ロッ
カールーム１５を見通し可能な領域Ｗｐが設けられているので、主婦（母親）は、台所１
３で家事をしながら、帰宅、外出、あるいは室内を移動する家族に対して声をかけやすく
、さらに、家事主体者が個人用ロッカー５１の整理整頓状況を確認しやすくなり、家族に
対し整理整頓について指導や補助をタイムリーに与えやすくなる。
【００４７】
　さらに、台所１３で家事を行う家事主体者は、シンク３１ａに対面して立った際に床上
げコーナー１１を見通すことができる。従って、床上げコーナー１１にいる子供の様子が
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家事主体者の目に自然に入るようになり、その様子を伺いやすくなり、また、子供に話し
かけることも簡単にできる。また、床上げコーナー１１は高床１１ａであり、台所１３や
居間・食堂９よりも高いので、床上げコーナー１１の高床１１ａに乳児を寝かせている場
合にも、乳児の様子も伺いやすい。
【００４８】
　また、床上げコーナー１１と台所１３の境界には、床上げコーナー１１に対する居間・
食堂９からの視線を遮断し、台所１３での主たる作業位置（中心場所）Ｃｐからの視線は
遮断しない位置に衝立家具２９を配置している。衝立家具２９を配置することによって、
床上げコーナー１１が散らかっていたとしてもそれが居間・食堂９側から目に付き難くな
り、咄嗟の来客時にもあわてて片付けをする必要がない。また、衝立家具２９によって例
えば、乳幼児の勝手な移動を規制できて安心である。
【００４９】
　また、床上げコーナー１１には、利用者Ｐ、例えば、学齢児童などは居間・食堂９に背
を向けるように着座できる座卓３９が設けられているので、学習中に来客があったとして
も子供の注意力が散漫になり難い。
【００５０】
　また、家族は、ロッカールーム１５を経由することにより、玄関ホール５、パウダール
ーム７、居間・食堂９を経由せずに、台所１３、家族用水回り空間１７、階段室１９に移
動可能である。従って、来訪した客が居間・食堂９にいる場合であっても、家族は客の前
を通過することなく自由に移動（帰宅、外出、水回り空間への出入り、２階への移動）す
ることができる。
【００５１】
　また、ロッカールーム１５に隣接して家族用水回り空間１７が設けられているので、家
族が身体や衣類が汚れた状態で帰宅した場合などに、手洗い、うがい、入浴、着替え等の
行為に容易に導くことができ、室内をきれいに保つことができる。
［床上げコーナー及び座卓の詳細］
【００５２】
　次に、床上げコーナー１１について、図３～図５及び図９～図１２を参照してさらに詳
しく説明する。上述のように、床上げコーナー１１は、居間・食堂９や台所１３などの標
準床ＦＬに比べて高い位置にある、すなわちレベルの高い高床１１ａを有し、高床１１ａ
には座卓部分３７と畳敷き部分３５とが設けられている。畳敷き部分３５には、長手方向
を４等分し短手方向を２等分する大きさに分割された計８枚の畳３５ａ，３５ｂが敷かれ
ている。これら複数の畳３５ａ，３５ｂのうち、居間・食堂９から床上げコーナー１１へ
の出入り口部分に設置された畳３５ｂを除けば、全て取り外し可能な畳３５ａである。
【００５３】
　高床１１ａと標準床ＦＬとの段差部は框（かまち）３５ｃによって見切られ、すなわち
畳３５ａは、框３５ｃに意匠的にきれい納められている。ただし出入り口部分に設置され
た畳３５ｂのみは、框３５ｄと一体化され、框３５ｄの突出部を手がかりとして持ち上げ
ると蝶番（不図示）を支点にして跳ね上がるように構成されている。さらに、畳３５ｂに
は、跳ね上げた状態を維持する為のストッパー（不図示）が設けられている。
【００５４】
　取り外し可能な畳３５ａの裏面は合板３５ｅ（図９参照）で裏打ちされており、反転し
て敷設することが可能で、用途に応じて畳敷きから板敷きに変更することができる。例え
ば、子供が食事をしたり、工作やお絵描きをしたりする場合には合板３５ｅが表面になる
ように反転させておくと畳３５ａが汚れる心配がない。
【００５５】
　畳敷き部分３５の下方には畳３５ａの２枚分の大きさ（畳敷き部分３５を４等分する大
きさ）の長方形の床下収納６５が４つ形成されている。各床下収納６５は、４枚の側板６
５ａを基礎床１１ｂ面に起立させて構成されている。床下収納６５の内部にはスノコが敷
かれ、来客用あるいは子供の昼寝用の布団の収納として使用できるように構成されている
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。畳３５ａは側板６５ａの上端部及び側板６５ａに着脱自在に架け渡された力根太６５ｂ
で支持される。
【００５６】
　床上げコーナー１１の出入り口部分、具体的には、北側（台所１３側）寄りの段差部に
は、可動踏み台６７（図４参照）の収納および引き出しが自在となるような開口３５ｇが
形成されている。
【００５７】
　可動踏み台６７は、矩形のボックス型であり、踏み板となる天板６７ａと、四隅にロー
ラが設けられた底板６７ｂと、を有する。可動踏み台６７は、高床１１ａの下方である基
礎床１１ｂ（収納位置）と居間・食堂９の標準床ＦＬ（引き出し位置）との間で出し入れ
される。可動踏み台６７の天板６７ａの高さは、高床１１ａのレベルよりも低くなってお
り、引き出された際には、床上げコーナー１１への出入りを楽に、且つ安全に行える階段
として機能する。一方で、高床１１ａの下の空間を有効利用して収納できるのでスペース
の有効活用に有効である。
【００５８】
　座卓部分３７は、床上げコーナー１１の居間・食堂９と対向する東側の外周壁１に沿っ
た位置に設けられている。座卓部分３７には、床上げコーナー１１の高床１１ａに平面視
で縦長形状、具体的には、一直線状に延在する矩形状に形成された掘り込み部７０（図４
及び図９参照）が形成されている。掘り込み部７０は、基礎床１１ｂ上の所定のエリアを
矩形の領域を囲むように、四枚の側板７０ａを基礎床１１ｂ上に起立させて形成されてい
る。座卓部分３７では、掘り込み部７０に足を差し入れることで、外周壁１の壁面に対面
するように着座できるようになっており、その結果として、床上げコーナー１１の利用者
Ｐは、居間・食堂９側に背を向けて着座できるようになっている。なお、掘り込み部７０
の奥行きは凡そ５００ｍｍに設定されている。
【００５９】
　掘り込み部７０には、高床１１ａの床面から所定の高さ、例えば、３００ｍｍ程度の高
さだけ離れた座卓面３９ａ（図１１参照）を有する座卓３９が設置される。座卓面３９ａ
を３００ｍｍ程度の高さとすることにより、利用者Ｐが掘り込み部７０内に足を差し入れ
るには充分なスペースを確保できる。座卓３９は、座卓面３９ａを形成する板部材７１と
、脚部を形成する複数の箱部材７３とからなり、複数の箱部材７３は、掘り込み部７０内
に収納可能である（図１０参照）。なお、本実施形態では、三個の箱部材７３によって座
卓３９の脚部が構成され、三個の箱部材７３は、掘り込み部７０の内部で横倒しにされ、
縦に並んだ状態で収納される。
【００６０】
　三個の箱部材７３を納めた状態において、掘り込み部７０の上端には、座卓面３９ａを
構成する板部材７１が上方から嵌め込まれる。掘り込み部７０の側板７０ａの上部には、
板部材７１の板厚に対応した切り欠きが形成されている。この切り欠きは、板部材掛止部
７０ｂ（図９参照）である。板部材７１は、掘り込み部７０の板部材掛止部７０ｂで支持
され、掘り込み部７０を塞ぐ。すなわち、板部材７１は、掘り込み部７０の上端に着脱自
在に取り付けられると共に、掘り込み部７０に取り付けられて、掘り込み部７０を塞ぐ形
態になっている。掘り込み部７０を塞いだ板部材７１によって形成される床面は、畳敷き
部分３５の床面との間で略面一に連なり、フラットな高床１１ａを形成する。三個の箱部
材７３を掘り込み部７０内に納めて、板部材７１で掘り込み部７０を塞ぐことによって座
卓３９の収納状態が形成される。
（座卓の第１の実施形態）
【００６１】
　座卓３９は、上述の三個の箱部材７３と、二枚の板部材７１とによって形成される。三
個の箱部材７３は、掘り込み部７０内で立てられ、箱部材７３の上端に二枚の板部材７１
が架け渡されて座卓３９の使用状態が形成される。
【００６２】



(11) JP 5465460 B2 2014.4.9

10

20

30

40

50

　二枚の板部材７１は、板厚及び奥行は等しいが、長さが異なる。二枚の板部材７１を縦
に組み合わせた状態での長手方向の寸法は、掘り込み部７０の長さ寸法に対応しており、
二枚の板部材７１を縦に並べて掘り込み部７０の上端に取り付けることで、掘り込み部７
０は完全に塞がれる。板部材７１の長手方向の端部には、持ち上げ用の把手と各種コード
やケーブル類Ｃｂなどが通される通線部を兼ねた穴７１ａが穿設されている。なお、座卓
３９の使用状態または収納状態において、板部材７１の穴７１ａを通線部として使用しな
い場合には、着脱自在な蓋部材で穴７１ａを塞ぐようにしてもよい。
【００６３】
　図１２に示されるように、箱部材７３は、略長方体形状であり、掘り込み部７０の奥行
Ｌ１（図９参照）に対応した奥行寸法Ｌａと、掘り込み部７０の深さＬ２よりも短い幅寸
法Ｌｂと、掘り込み部７０の底から座卓面３９ａまでの距離Ｌ３（図１１（ｂ）参照）に
対応した高さ寸法Ｌｃとを有するように製作されている。
【００６４】
　箱部材７３の奥行寸法Ｌａは、箱部材７３を横倒しにして掘り込み部７０に収納した際
に掘り込み部７０の長手方向に直交する側における寸法である。また、掘り込み部７０の
奥行Ｌ１に対応した箱部材７３の奥行寸法Ｌａとは、掘り込み部７０の奥行Ｌ１よりも若
干小さくて掘り込み部７０内に挿入可能な寸法である。
【００６５】
　箱部材７３の幅寸法Ｌｂは、箱部材７３を横倒しにして掘り込み部７０に収納した際の
高さ方向の寸法である。また、掘り込み部７０の深さＬ２とは、基礎床１１ｂから板部材
掛止部２２aまでの高さを意味する。箱部材７３の奥行寸法Ｌｂが掘り込み部７０の奥行
Ｌ１よりも小さく、箱部材７３の幅寸法Ｌｂが掘り込み部７０の深さＬ２よりも小さいの
で、箱部材７３を横倒しにすると、箱部材７３は掘り込み部７０の内部に完全に収まる。
【００６６】
　箱部材７３の高さ寸法Ｌｃは、箱部材７３を掘り込み部７０の基準床１１ｂ上に起立さ
せた際の高さ寸法であり、掘り込み部７０の深さＬ２、板部材７１の板厚及び高床１１ａ
の床面から座卓面３９ａまでの距離を合計した長さに相当する。
【００６７】
　箱部材７３は、座卓３９の使用状態において板部材７１が載置される上面を構成する天
板７３ａと、底面を構成する地板７３ｂと、天板７３ａと地板７３ｂとの間に配置される
中間板７３ｃと、天板７３ａ、地板７３ｂ及び中間板７３ｃを側面から支持する一対の側
板７３ｄと、を備えて構成されている。
【００６８】
　箱部材７３は、座卓３９の使用状態において掘り込み部７０の長手方向を向く一対の側
面部７５を有し、一対の側面部７５は一対の側板７３ｄによって形成されている。さらに
、箱部材７３は、座卓３９の使用状態において長手方向に直交する方向を向き、且つ、掘
り込み部７０に足を差し入れて着座する利用者Ｐ側の前面部７６と、前面部７６に対して
反対側となる後面部７７と、を有する。
【００６９】
　座卓３９の使用状態において、箱部材７３は、前面部７６及び後面部７７のうち、中間
板７３ｃよりも上方の領域及び下方の領域が開放されており、側面部７５は閉塞されてい
る。なお、前面部７６及び後面部７７のうち、中間板７３ｃよりも下方の領域を閉塞する
ようにしてもよいし、また、中間板７３ｃよりも上方の領域において側面部７５を開放す
るようにしてもよい。
【００７０】
　天板７３ａには、円柱状の複数の凸部７３ｇが設けられており、板部材７１の裏面には
、起立した箱部材７３の配置に対応して凸部７３ｇに嵌合する複数本の溝部７１ｂが形成
されている（図１１参照）。板部材７１は、溝部７１ｂが箱部材７３の凸部７３ｇに嵌合
することによってズレが防止され、所定位置に保持される。また、天板７３ａには、板部
材７１の穴７１ａに対応して各種コードやケーブル類Ｃｂが通される通線用の穴７３ｊが
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穿設されている。
【００７１】
　一対の側板７３ｄには、それぞれの四角に突起７３ｈが設けられており、板部材７１に
は、横倒しにされた箱部材７３の配置に対応して突起７３ｈに嵌合する複数本の溝部７１
ｃが形成されている（図１０参照）。板部材７１は、溝部７１ｃが箱部材７３の突起７３
ｈに嵌合して、掘り込み部７０内での箱部材７３のズレを防止する。
【００７２】
　箱部材７３は、掘り込み部７０の両端の二カ所と中間部との計三カ所に起立状態で設置
される。掘り込み部７０の中間部は、二枚の板部材７１同士が接続される位置である。三
個の箱部材７３が所定位置で起立され、さらに箱部材７３の上面、すなわち天板７３ａの
上に板部材７１が載置されて、使用状態の座卓３９が構成される。なお、外周壁１には、
掘り込み部７０の両端に起立状態で配置された箱部材７３の裏側となる位置にコンセント
１ａが設けられている。板部材７１の穴７１ａ及び箱部材７３の穴７３ｊを通された各種
コードやケーブル類Ｃｂのプラグは、コンセント１ａに差し込まれ、パソコンや蛍光灯ス
タンドなどを駆動するための電力の供給を受ける。
【００７３】
　また、箱部材７３を起立させて座卓３９の脚部として用いた使用状態において、中間板
７３ｃの高さは、高床１１ａの床面に対応した高さ、すなわち、中間板７３ｃの上端面の
高さが高床１１ａの床面にほぼ一致する高さとなるように設定されている。従って、座卓
３９の使用状態において、箱部材７３の中間板７３ｃより上方の領域は、文房具や玩具、
または書籍などの物品を利用者Ｐが着座する側（前面部側）から出し入れ可能に収納でき
る収納部として有効活用できる。なお、中間板７３ｃより上方の領域において側面部７５
が開放されていても同様の効果を奏する。
【００７４】
　なお、座卓３９は、居間・食堂９と対向する東側の外周壁１に沿って設けられており、
利用者Ｐは、外周壁１に壁面に向かって着座できる構成になっているが、出入りの支障の
ない様に他の壁（南側の外周壁１や北側の間仕切壁３３）に沿って設けてもよい。
（座卓の第２の実施形態）
【００７５】
　図１３及び図１４を参照して第２の実施形態に係る座卓を説明する。本実施形態に係る
座卓４０は、第１の実施形態に係る座卓３９に比較して、座卓４０の脚部を構成する箱部
材７９が相違する。なお、従って、箱部材７９を中心にして説明し、その他の構成につい
ては同一の符号を用いて説明を省略する。
【００７６】
　箱部材７９は、座卓４０の使用状態において板部材７１が載置される上面を構成する天
板７９ａと、底面を構成する地板７９ｂと、天板７３ａと地板７９ｂとの間に配置される
中間板７９ｃと、を備える。また、箱部材７９は、前面部７６側及び後面部７７側に配置
されて地板７９ｂと中間板７９ｃとを支持する下部前面板７９ｄ及び下部後面板７９ｅを
備える。さらに、箱部材７９は、側面部７５側に配置されて地板７９ｂと中間板７９ｃと
を支持する一対の上部側板７９ｆを備える。
【００７７】
　箱部材７９の場合、座卓４０の使用状態において掘り込み部７０の長手方向を向く一対
の側面部７５のうち、中間板７９ｃよりも下方の領域が開放されている。また、中間板７
９ｃよりも上方の領域では、上述の形態同様に、前面部７６及び後面部７７が開放されて
いる。
【００７８】
　座卓４０は、座卓４０の使用状態において中間板７９ｃよりも下方の領域において、側
面部７５が開放されているため、中間板７９ｃより下方の領域を側面部７５から使用する
収納部として有効活用できる。
［座卓の作用、効果］
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【００７９】
　上述の座卓３９，４０では、掘り込み部７０内で複数の箱部材７３，７９を起立させ、
複数の箱部材７３，７９の上端に板部材７１を架け渡すことで座卓３９，４０の使用状態
を形成できる。また、複数の箱部材７３，７９を横倒しにして掘り込み部７０内に収納し
、板部材７１で掘り込み部７０を塞ぐことで座卓３９，４０の収納状態を形成できる。そ
の結果として、特に複雑な機構を有することなく、簡便な構成で使用状態から収納状態に
簡単に変化させることができる。
【００８０】
　さらに、板部材７１には、持ち上げ用の把手と各種コードやケーブル類Ｃｂなどが通さ
れる通線部を兼ねた穴７１ａが穿設されており、箱部材７３，７９にも対応する穴７３ｊ
が設けられている。従って、座卓３９，４０の収納状態から座卓３９，４０の使用状態に
移行する際の板部材７１の持ち上げ作業が容易となり、座卓３９，４０の使用状態におい
てもパソコン等の各種コードやケーブル類Ｃｂの通線が行いやすい。
【００８１】
　なお、第１及び第２の実施形態に係る座卓３９，４０では、三個の箱部材７３，７９と
二枚の板部材７１とによって構成されたが、板部材や箱部材の数は上記の態様に限定され
ない。例えば、板部材の数に対しひとつ多い数の箱部材を用意して、中間部の箱部材では
二枚の板部材を支持し、両端の箱部材では両端の板部材の端部側を支持するように構成す
ればよい。また、板部材を分割しないで箱部材を跨ぐ（板部材の中間部を箱部材で支持す
る）ように構成してもよい。また、本実施形態に係る掘り込み部７０では、高床１１ａに
平面視で一直線状に形成された矩形状を例に縦長形状を説明しているが、縦長形状として
は、例えば、Ｌ字状、Ｕ字状等多様な形状であってもよい。
［ロッカーの詳細］
【００８２】
　上述のように、ロッカールーム１５（図１参照）には、北側の外周壁１に沿って共用ロ
ッカー４９が備え付けられ、さらに、共用ロッカー４９の隣りに家族の人数に対応した数
の個人用ロッカー５１が備え付けられている。
【００８３】
　図１５～図１７に示されるように、共用ロッカー４９は、縦割り、すなわち、縦の長い
矩形のロッカーボディー４９ａからなり、ロッカーボディー４９ａには、片開きの前面扉
４９ｂが取り付けられている。共用ロッカー４９は、玄関３に最も近い側で、床が土間と
なっている位置に配置されており、クリーニングに出す衣類、クリーニング後の衣類、宅
配業者から受け取った大型荷物、買い物用カートなどの収納に適している。
【００８４】
　複数の個人用ロッカー５１は縦割り、すなわち、縦に長い矩形のロッカーボディー（筐
体）５１ａを備え、横に並んで配置されている。さらに、個人用ロッカー５１のロッカー
ボディー５１ａには、片開きの前面扉５１ｂがヒンジ部を介して開閉自在に取り付けられ
ている。個人用ロッカー５１は、コート、防寒具、雨具、お稽古道具、バッグ類、屋外で
の運動用具や遊び道具、鍵等の外出時に身に付ける、あるいは携帯するものや、スリッパ
等の帰宅後に使用するものなどの収納を目的としたものである。個人用ロッカー５１は、
同一の寸法、形状を有しているが、前面扉５１ｂには、それぞれ異なる色が彩色されてお
り、誰のロッカーであるかがひと目で認識できるような工夫が施されている。
【００８５】
　個人用ロッカー５１の前面扉には、フックを介して掛止されたり、または、ねじ止めさ
れたりして高さ調節可能に設置される伝言板５１ｃが設けられている。伝言板５１ｃは、
マーカーで文字が書け、磁石等を用いてメモを貼り付けることができるボードからなり、
例えば、個人用ロッカー５１を利用者の背丈に応じて高さを変更することが可能である。
【００８６】
　個人用ロッカー５１の内部には、平板からなる棚８１、平板の下面にハンガーパイプが
取り付けられたハンガーパイプ付棚８３などが取り付けられている。個人用ロッカー５１
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の奥側の内面には、棚８１やハンガーパイプ付棚８３などを高さ調節可能に支持するため
のレール状の支持部材５１ｄが上下方向に沿って延在すべく固定されている。支持部材５
１ｄには、棚やハンガーパイプ付棚フックなどを下から支えるブラケット部材を引っ掛け
て固定するための複数の係止穴５１ｅが形成されており、係止穴５１ｅにブラケット部材
５１ｆを引っ掛けて固定し、さらに、左右一対のブラケット部材５１ｆの上に棚８１やハ
ンガーパイプ付棚８３を載置して棚８１やハンガーパイプ付棚８３を固定する。棚８１や
ハンガーパイプ付棚８３はブラケット部材５１ｆから取り外すことができ、さらに、ブラ
ケット部材５１ｆは支持部材５１ｄの長手方向に沿って適宜に固定位置を変更できる。そ
の結果として、棚８１やハンガーパイプ付棚８３は、個人用ロッカー５１の内部で着脱自
在及び高さ変更可能な構成になっている。さらに、新たなブラケット部材５１ｆや棚８１
またはハンガーパイプ付棚８３を容易することで、適宜に追加設置が可能である。
【００８７】
　個人用ロッカー５１の前面扉の裏面側には、上下方向に長いメッシュパネル５１ｊが固
定されている。メッシュパネルには、フック部８５ａ，８７ａを介してメッシュパネルに
掛止されるスリッパラック８５や網棚８７等が取り付けられている。スリッパラック８５
や網棚８７等は、メッシュパネル５１ｊに対して着脱自在であり、さらに、メッシュパネ
ル５１ｊの長手方向に沿って掛止位置を変更することによって、適宜に高さ変更可能な構
成になっている。上述の棚８１やハンガーパイプ付棚８３、またはスリッパラック８５や
網棚８７等は、収納補助部材に相当する。これらの収納補助部材は、各個人ロッカー５１
共通の仕様、規格を有しており、取り外して他の個人用ロッカー５１に使用することが可
能である。
［個人用ロッカーの作用・効果］
【００８８】
　個人用ロッカー５１は縦割りの構成であり、さらに横に並んで配置されているので、家
族同士の整理整頓状態の比較が容易にでき、改善の動機付けを行い易い。さらに、ロッカ
ーを横割りにして上下に並ぶように配置した場合には、背丈の異なる家族、例えば、背の
高い父親と背の低い小学生の子供とでは、ロッカーを同じように利用することは難しくな
り、低い位置に配置したロッカーを優先的に背の低い子供専用にする必要が生じてしまう
が、縦割りにすることで、背丈に関係なく、専用のロッカーを自由に選択して利用するこ
とが可能になる。
【００８９】
　また、個人用ロッカー５１の内部に取り付けられる棚８１、ハンガーパイプ付棚８３、
スリッパラック８５または網棚８７等の収納補助部材は、着脱及び高さ変更自在なので、
個人用ロッカー５１それぞれの利用者の身長や収納物に応じてレイアウト変更することが
容易であり、収納の難しさに起因する整理整頓の不徹底を防止することができる。
【００９０】
　さらに、個人用ロッカー５１は、開閉自在な前面扉５１ｂを有し、前面扉５１ｂには、
高さ変更自在な伝言板５１ｃが設けられている。個人用ロッカー５１を使用する家族の身
長に対応させて伝言板５１ｃの高さを調整することができ、その伝言板５１ｃを利用して
整理整頓に関する注意事項や指摘事項を伝言することによって、接点が持ちにくい家族に
対しても的確に指導することができる。
［衝立家具の詳細］
【００９１】
　上述のように、居間・食堂９と床上げコーナー１１との境界には衝立家具２９が設置さ
れている。本実施形態では、居間・食堂９または床上げコーナー１１での使用に適した形
態にするために、二つの衝立家具２９を並べて配置している。２つの衝立家具２９は高さ
が１１５０ｍｍ、幅が凡そ１０８０ｍｍ、奥行が３５０ｍｍの移動可能な家具である。
【００９２】
　図３及び図４に示されるように、衝立家具２９は、二枚の起立板２９ａと四枚の水平板
２９ｂとを格子状に組み合わせて３段３列のグリッドを構成し、最下段と中間の段のグリ
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能なオープンな棚としている。
【００９３】
　衝立家具２９は、背板を床上げコーナー１１側に向けて標準床ＦＬ上に設置されている
。衝立家具２９の二段目の水平板２９ｂの高さは高床１１ａに一致し、３段目の水平板２
９ｂの高さは食卓テーブル２７ａより若干高い位置となる。背板２９ｃを床上げコーナー
１１側に向けて衝立家具２９を設置することで、最下段及び中間の段は居間・食堂９側が
開放するため、居間・食堂９側から使用できる。また、最上段には、背板が設けられてい
ないので、居間・食堂９側及び床上げコーナー１１の両方の側からフレキシブルに使用で
き、書籍、フォトスタンド、小物等を置くことによって視線を遮ることもできる。
【００９４】
　衝立家具２９の高さは、居間・食堂９と床上げコーナー１１との境界の高床１１ａ側に
置いた状態で、視線を適度に遮断する高さである。この視線を適度に遮断する高さとは、
例えば、居間・食堂９側から床上げコーナー１１を見た場合に高床１１ａに直に座った人
物（標準的な成人男性）が見えない程度であり、この高さは高床１１ａに置いて使用する
場合にも支障がないものである。また、衝立家具２９の幅寸法は、２つの衝立家具２９を
南側の外周壁１寄りに一直線状に配置された状態でも、北側（台所１３側）よりの出入り
部分からの出入りを妨げない寸法であり、本実施形態では、凡そ７６０ｍｍの通路幅が確
保される。
【００９５】
　なお、衝立家具２９ｂは、背板が全くないオープンな構成や、全てのグリッドに背板を
嵌め込んだ構成や、中間の段のみ背板を嵌め込み最下段と最上段には背板を嵌め込まない
構成や、背板を千鳥にはめ込む構成等、様々に配置とすることもできる。
【００９６】
　以上の住宅Ａに係る床上げコーナー１１では、限られた空間の中で、子供の成長や生活
の場面に応じて座卓３９の状態や、衝立家具２９のレイアウトを変化させることによって
、フレキシブルに対応することができる。
【００９７】
　例えば、乳幼児期の子供を有し家事の最中に床上げコーナー１１で子供を寝かせる場合
や床上げコーナー１１に客を宿泊させる場合は、座卓３９を収納状態とする。この状態で
は布団を敷くのに充分な凡そ３．３畳の床面が確保することができる。
【００９８】
　また、大人数で居間・食堂９のテーブル１２ａを囲みたい場合には、衝立家具２９の一
方または両方を移動させて、床上げコーナー１１に腰を掛けてテーブル１２ａを囲むよう
に構成することが可能であり、更に、テーブル１２ａと連続するように床上げコーナー１
１に補助的な座卓３９を置くことでより大人数で卓を囲むことができる。
【００９９】
　また、就学期の子供を有する場合は、座卓３９を使用状態として、学習コーナーを構成
することができる。この場合、居間・食堂９側に向かず着座するので学習に集中すること
ができ、収納部も充分確保されているので整理整頓しやすい。また、充分な幅寸法を有す
るので親や兄弟が横並びに座って子供に指導することができる。
【符号の説明】
【０１００】
　９…居間・食堂（居室空間）、１１…床上げコーナー（床上げ空間）、１３…台所、２
３ａ，２７ａ…テーブル、２３ｂ，２７ｂ…椅子、３１…キッチンセット、３１ａ…シン
ク、Ｓａ…開放領域、Ｂｆ…境界面、２９…衝立家具（衝立）、３９，４０…座卓、Ａ…
住宅。
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